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１４ 議案第１５号関係 

 おいらせ町病院事業の設置等に関する条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現 行 

 （経営の基本） 

第３条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮する

とともに、公共の福祉を増進するように運営され

なければならない。 

２ 診療科目は、次のとおりとする。 

(1) 内科 

(2) 小児科 

(3) 外科 

(4) 皮膚科 

(5) 産婦人科 

(6) 整形外科 

(7) 耳鼻咽喉科 

(8) 眼科 

(9) 泌尿器科 

(10) 肛門科 

(11) 放射線科 

(12) リハビリテーション科 

(13) 麻すい科 

(14) 脳神経外科 

３ 略 
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